
インタフェース仕様書都道府県編修正履歴 

 

（内容現在 令和８年２月 27 日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１ １３－１１ 

ページ番号 １３－１１ 

項番２１０の備考 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

※５、※９７ 

※９８ 

※１００ 

１ １３－１１ 

ページ番号 １３－１１ 

項番２１０の備考 

01:無し 

02:Ⅰ・イ 

03:Ⅱ・イ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

07:Ⅰ・ロ 

08:Ⅱ・ロ 

※５、※９７ 

※９８ 

※１００ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２ １３－２２ 

ページ番号 １３－２２ 

※５９ ：「平均工賃月額区分」には

以下の内容をコードで設定する。 

… 

（中略） 

… 

【異動年月日の年月が令和 3 年 4

月以降の場合】 

… 

（中略） 

… 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

１ 

１３－２２ 

～ 

１３－２３ 

ページ番号 １３－２２～１３－２３ 

※５９ ：「平均工賃月額区分」には

以下の内容をコードで設定する。 

… 

（中略） 

… 

【異動年月日の年月が令和 3 年 4

月以降、令和 8 年 5 月以前の場合】 

… 

（中略） 

… 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

【異動年月日の年月が令和 8 年 6

月以降の場合】 

01:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が４万５千円以上 

02:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が３万５千円以上４万５千円未満 

03:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が３万円以上３万５千円未満 

04:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が２万５千円以上３万円未満 

05:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が２万円以上２万５千円未満 

06:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が１万５千円以上２万円未満 

07:平均工賃月額が１万円以上１万

５千円未満 

08:無し（経過措置対象） 

09:平均工賃月額が１万円未満 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

11:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

４万８千円以上 

12:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

４万５千円以上４万８千円未満 

13:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万８千円以上４万５千円未満 

14:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万５千円以上３万８千円未満 

15:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万３千円以上３万５千円未満 

16:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万円以上３万３千円未満 

17:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万８千円以上３万円未満 

18:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万５千円以上２万８千円未満 

19:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万３千円以上２万５千円未満 

20:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万円以上２万３千円未満 

21:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

１万８千円以上２万円未満 

22:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

１万５千円以上１万８千円未満 

２ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３ １３－２６ 

ページ番号 １３－２６ 

※９８：異動年月日の年月が令和

6 年 6 月以降、令和 7 年 3 月以前

の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:

Ⅱ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または

「06:Ⅴ」を設定する。異動年月日

の年月が令和 7 年 4 月以降の場

合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定す

る。 

重度包括、短期入所、施設入所

支援及び就労定着支援について

は、異動年月日の年月が令和 6

年 6 月以降、令和 7 年 3 月以前の

場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:

Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設

定し、異動年月日の年月が令和 7

年 4 月以降の場合、「01:無し」、

「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」

を設定する。 
１ １３－２６ 

ページ番号 １３－２６ 

※９８：「福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無」には以下の内容

をコードで設定する。 

【異動年月日の年月が令和 8 年 5

月以前の場合】 

異動年月日の年月が令和 6 年 6

月以降、令和 7 年 3 月以前の場

合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」

を設定する。異動年月日の年月

が令和 7 年 4 月以降の場合、「01:

無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、「04:

Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定する。 

重度包括、短期入所、施設入所

支援及び就労定着支援について

は、異動年月日の年月が令和 6

年 6 月以降、令和 7 年 3 月以前の

場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:

Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設

定し、異動年月日の年月が令和 7

年 4 月以降の場合、「01:無し」、

「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」

を設定する。 

【異動年月日の年月が令和 8 年 6

月以降の場合】 

「01:無し」、「02:Ⅰ・イ」、「03:Ⅱ・

イ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、「07:Ⅰ・

ロ」、または「08:Ⅱ・ロ」を設定す

る。 

重度包括、短期入所、施設入所

支援及び就労定着支援について

は、「01:無し」、「02:Ⅰ・イ」、「04:

Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「07:Ⅰ・ロ」

を設定する。 

計画相談支援、地域移行支援及

び地域定着支援については、「01:

無し」、または「02:Ⅰ・イ」を設定す

る。なお、「02:Ⅰ・イ」は「02:有り」

と読み替えて使用する。 

１ 

４  

 

 

１４ 

～ 

１４－５ 

ページ番号 １４～１４－５ 

【 異動年月日の年月が令和 8 年

6 月以降の場合 】 
６ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

５  

 

 １４－５ 

ページ番号 １４－５ 

【 異動年月日の年月が令和 8 年

6 月以降の場合 】 

サービス種類 

52：計画相談支援 

53：地域移行支援 

54：地域定着支援 

福祉・介護職員等処遇改善加算

の有無 

○ 

を追加 

１ 

６ 
１４ 

～ 

１４－５ 

【 異動年月日の年月が令和 8 年

4 月以降の場合 】 ６ 

１４－６ 

～ 

１４－１１ 

【 異動年月日の年月が令和 8 年

4 月～令和 8 年 5 月の場合 】 ６ 

７ ２３－１０ 

ページ番号 ２３－１０ 

項番２１２の備考 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

※５、※９７ 

※９８ 

※１００ 

１ ２３－１０ 

ページ番号 ２３－１０ 

項番２１２の備考 

01:無し 

02:Ⅰ・イ 

03:Ⅱ・イ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

07:Ⅰ・ロ 

08:Ⅱ・ロ 

※５、※９７ 

※９８ 

※１００ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

８ ２３－２１ 

ページ番号 ２３－２１ 

※５９：「平均工賃月額区分」には以

下の内容をコードで設定する。 

… 

（中略） 

… 

【異動年月日の年月が令和 3 年 4

月以降の場合】 

… 

（中略） 

… 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

１ 

２３－２１ 

～ 

２３－２２ 

ページ番号 ２３－２１～２３－２２ 

※５９：「平均工賃月額区分」には以

下の内容をコードで設定する。 

… 

（中略） 

… 

【異動年月日の年月が令和 3 年 4

月以降、令和 8 年 5 月以前の場合】 

… 

（中略） 

… 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

【異動年月日の年月が令和 8 年 6

月以降の場合】 

01:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が４万５千円以上 

02:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が３万５千円以上４万５千円未満 

03:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が３万円以上３万５千円未満 

04:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が２万５千円以上３万円未満 

05:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が２万円以上２万５千円未満 

06:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が１万５千円以上２万円未満 

07:平均工賃月額が１万円以上１万

５千円未満 

08:無し（経過措置対象） 

09:平均工賃月額が１万円未満 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

11:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

４万８千円以上 

12:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

４万５千円以上４万８千円未満 

13:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万８千円以上４万５千円未満 

14:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万５千円以上３万８千円未満 

15:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万３千円以上３万５千円未満 

16:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万円以上３万３千円未満 

17:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万８千円以上３万円未満 

18:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万５千円以上２万８千円未満 

19:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万３千円以上２万５千円未満 

20:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万円以上２万３千円未満 

21:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

１万８千円以上２万円未満 

22:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

１万５千円以上１万８千円未満 

２ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

９ ２３－２５ 

ページ番号 ２３－２５ 

※９８：異動年月日の年月が令和

6 年 6 月以降、令和 7 年 3 月以前

の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:

Ⅱ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または

「06:Ⅴ」を設定する。異動年月日

の年月が令和 7 年 4 月以降の場

合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定す

る。 

重度包括、短期入所、施設入所

支援及び就労定着支援について

は、異動年月日の年月が令和 6

年 6 月以降、令和 7 年 3 月以前の

場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:

Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設

定し、異動年月日の年月が令和 7

年 4 月以降の場合、「01:無し」、

「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」

を設定する。 
１ ２３－２５ 

ページ番号 ２３－２５ 

※９８：「福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無」には以下の内容

をコードで設定する。 

【異動年月日の年月が令和 8 年 5

月以前の場合】 

異動年月日の年月が令和 6 年 6

月以降、令和 7 年 3 月以前の場

合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」

を設定する。異動年月日の年月

が令和 7 年 4 月以降の場合、「01:

無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、「04:

Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定する。 

重度包括、短期入所、施設入所

支援及び就労定着支援について

は、異動年月日の年月が令和 6

年 6 月以降、令和 7 年 3 月以前の

場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:

Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設

定し、異動年月日の年月が令和 7

年 4 月以降の場合、「01:無し」、

「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」

を設定する。 

【異動年月日の年月が令和 8 年 6

月以降の場合】 

「01:無し」、「02:Ⅰ・イ」、「03:Ⅱ・

イ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、「07:Ⅰ・

ロ」、または「08:Ⅱ・ロ」を設定す

る。 

重度包括、短期入所、施設入所

支援及び就労定着支援について

は、「01:無し」、「02:Ⅰ・イ」、「04:

Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「07:Ⅰ・ロ」

を設定する。 

計画相談支援、地域移行支援及

び地域定着支援については、「01:

無し」、または「02:Ⅰ・イ」を設定す

る。なお、「02:Ⅰ・イ」は「02:有り」

と読み替えて使用する。 

１ 

１０ ３２－８ 

ページ番号 ３２－８ 

項番２１２の備考 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

 

１ ３２－８ 

ページ番号 ３２－８ 

項番２１２の備考 

01:無し 

02:Ⅰ・イ 

03:Ⅱ・イ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

07:Ⅰ・ロ 

08:Ⅱ・ロ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１１ ３２－１１ 

ページ番号 ３２－１１ 

※６：「平均工賃月額区分」には以

下の内容をコードで設定する。 

… 

（中略） 

… 

【異動年月日の年月が令和 3 年 4

月以降の場合】 

… 

（中略） 

… 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

１ 

３２－１１ 

～ 

３２－１２ 

ページ番号 ３２－１１～３２－１２ 

※６：「平均工賃月額区分」には以

下の内容をコードで設定する。 

… 

（中略） 

… 

【異動年月日の年月が令和 3 年 4

月以降、令和 8 年 5 月以前の場合】 

… 

（中略） 

… 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

【異動年月日の年月が令和 8 年 6

月以降の場合】 

01:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が４万５千円以上 

02:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が３万５千円以上４万５千円未満 

03:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が３万円以上３万５千円未満 

04:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が２万５千円以上３万円未満 

05:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が２万円以上２万５千円未満 

06:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が１万５千円以上２万円未満 

07:平均工賃月額が１万円以上１万

５千円未満 

08:無し（経過措置対象） 

09:平均工賃月額が１万円未満 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

11:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

４万８千円以上 

12:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

４万５千円以上４万８千円未満 

13:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万８千円以上４万５千円未満 

14:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万５千円以上３万８千円未満 

15:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万３千円以上３万５千円未満 

16:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万円以上３万３千円未満 

17:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万８千円以上３万円未満 

18:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万５千円以上２万８千円未満 

19:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万３千円以上２万５千円未満 

20:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万円以上２万３千円未満 

21:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

１万８千円以上２万円未満 

22:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

１万５千円以上１万８千円未満 

２ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１２ ４１－９ 

ページ番号 ４１－９ 

項番２１２の備考 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

 

１ ４１－９ 

ページ番号 ４１－９ 

項番２１２の備考 

01:無し 

02:Ⅰ・イ 

03:Ⅱ・イ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

07:Ⅰ・ロ 

08:Ⅱ・ロ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１３ ４１－１２ 

ページ番号 ４１－１２ 

※６：「平均工賃月額区分」には以

下の内容をコードで設定する。 

… 

（中略） 

… 

【異動年月日の年月が令和 3 年 4

月以降の場合】 

… 

（中略） 

… 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

１ 

４１－１２ 

～ 

４１－１３ 

ページ番号 ４１－１２～４１－１３ 

※６：「平均工賃月額区分」には以

下の内容をコードで設定する。 

… 

（中略） 

… 

【異動年月日の年月が令和 3 年 4

月以降、令和 8 年 5 月以前の場合】 

… 

（中略） 

… 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

【異動年月日の年月が令和 8 年 6

月以降の場合】 

01:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が４万５千円以上 

02:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が３万５千円以上４万５千円未満 

03:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が３万円以上３万５千円未満 

04:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が２万５千円以上３万円未満 

05:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が２万円以上２万５千円未満 

06:（Ｒ８改定対象外）平均工賃月額

が１万５千円以上２万円未満 

07:平均工賃月額が１万円以上１万

５千円未満 

08:無し（経過措置対象） 

09:平均工賃月額が１万円未満 

10:無し（生産活動等への支援実施

対象） 

11:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

４万８千円以上 

12:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

４万５千円以上４万８千円未満 

13:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万８千円以上４万５千円未満 

14:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万５千円以上３万８千円未満 

15:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万３千円以上３万５千円未満 

16:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

３万円以上３万３千円未満 

17:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万８千円以上３万円未満 

18:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万５千円以上２万８千円未満 

19:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万３千円以上２万５千円未満 

20:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

２万円以上２万３千円未満 

21:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

１万８千円以上２万円未満 

22:（Ｒ８改定対象）平均工賃月額が

１万５千円以上１万８千円未満 

２ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１４ ７４－８ 

ページ番号 ７４－８ 

項番１２８の備考 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

※３、※４７ 

※４８、※５０ 

１ ７４－８ 

ページ番号 ７４－８ 

項番１２８の備考 

01:無し 

02:Ⅰ・イ 

03:Ⅱ・イ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

07:Ⅰ・ロ 

08:Ⅱ・ロ 

※３、※４７ 

※４８、※５０ 

１ 

１５ ７４－１３ 

ページ番号 ７４－１３ 

※４８：異動年月日の年月が令和

6 年 6 月以降、令和 7 年 3 月以前

の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:

Ⅱ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または

「06:Ⅴ」を設定する。異動年月日

の年月が令和 7 年 4 月以降の場

合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定す

る。 

保育所等訪問支援及び居宅訪問

型児童発達支援については、異

動年月日の年月が令和 6 年 6 月

以降、令和 7 年 3 月以前の場合、

「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、「05:

Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定し、異

動年月日の年月が令和 7 年 4 月

以降の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、

「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定す

る。 １ ７４－１３ 

ページ番号 ７４－１３ 

※４８：「福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無」には以下の内容

をコードで設定する。 

【異動年月日の年月が令和 8 年 5

月以前の場合】 

異動年月日の年月が令和 6 年 6

月以降、令和 7 年 3 月以前の場

合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」

を設定する。異動年月日の年月

が令和 7 年 4 月以降の場合、「01:

無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、「04:

Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定する。 

保育所等訪問支援及び居宅訪問

型児童発達支援については、異

動年月日の年月が令和 6 年 6 月

以降、令和 7 年 3 月以前の場合、

「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、「05:

Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定し、異

動年月日の年月が令和 7 年 4 月

以降の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、

「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定す

る。 

【異動年月日の年月が令和 8 年 6

月以降の場合】 

「01:無し」、「02:Ⅰ・イ」、「03:Ⅱ・

イ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、「07:Ⅰ・

ロ」、または「08:Ⅱ・ロ」を設定す

る。 

保育所等訪問支援及び居宅訪問

型児童発達支援については、「01:

無し」、「02:Ⅰ・イ」、「04:Ⅲ」、「05:

Ⅳ」、または「07:Ⅰ・ロ」を設定す

る。 

障害児相談支援については、「01:

無し」、または「02:Ⅰ・イ」を設定す

る。なお、「02:Ⅰ・イ」は「02:有り」

と読み替えて使用する。 

１ 

１６  

 

 

７５ 

～ 

７５－２ 

ページ番号 ７５～７５－２ 

【 異動年月日の年月が令和 8 年

6 月以降の場合 】 
３ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１７  

 

 ７５－２ 

ページ番号 ７５－２ 

【 異動年月日の年月が令和 8 年

6 月以降の場合 】 

サービス種類 

55：障害児相談支援 

福祉・介護職員等処遇改善加算

の有無 

○ 

を追加 

１ 

１８ 
７５ 

～ 

７５－２ 

【異動年月日の年月が令和 7 年 4

月以降の場合】 ３ 

７５－３ 

～ 

７５－５ 

【異動年月日の年月が令和 7 年 4

月～令和 8 年 5 月の場合】 ３ 

１９ ８９－８ 

ページ番号 ８９－８ 

項番１３０の備考 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

※３、※４７ 

※４８、※５０ 

１ ８９－８ 

ページ番号 ８９－８ 

項番１３０の備考 

01:無し 

02:Ⅰ・イ 

03:Ⅱ・イ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

07:Ⅰ・ロ 

08:Ⅱ・ロ 

※３、※４７ 

※４８、※５０ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２０ ８９－１３ 

ページ番号 ８９－１３ 

※４８：異動年月日の年月が令和

6 年 6 月以降、令和 7 年 3 月以前

の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:

Ⅱ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または

「06:Ⅴ」を設定する。異動年月日

の年月が令和 7 年 4 月以降の場

合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定す

る。 

保育所等訪問支援及び居宅訪問

型児童発達支援については、異

動年月日の年月が令和 6 年 6 月

以降、令和 7 年 3 月以前の場合、

「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、「05:

Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定し、異

動年月日の年月が令和 7 年 4 月

以降の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、

「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定す

る。 １ ８９－１３ 

ページ番号 ８９－１３ 

※４８：「福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無」には以下の内容

をコードで設定する。 

【異動年月日の年月が令和 8 年 5

月以前の場合】 

異動年月日の年月が令和 6 年 6

月以降、令和 7 年 3 月以前の場

合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」

を設定する。異動年月日の年月

が令和 7 年 4 月以降の場合、「01:

無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、「04:

Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定する。 

保育所等訪問支援及び居宅訪問

型児童発達支援については、異

動年月日の年月が令和 6 年 6 月

以降、令和 7 年 3 月以前の場合、

「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、「05:

Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定し、異

動年月日の年月が令和 7 年 4 月

以降の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、

「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定す

る。 

【異動年月日の年月が令和 8 年 6

月以降の場合】 

「01:無し」、「02:Ⅰ・イ」、「03:Ⅱ・

イ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、「07:Ⅰ・

ロ」、または「08:Ⅱ・ロ」を設定す

る。 

保育所等訪問支援及び居宅訪問

型児童発達支援については、「01:

無し」、「02:Ⅰ・イ」、「04:Ⅲ」、「05:

Ⅳ」、または「07:Ⅰ・ロ」を設定す

る。 

障害児相談支援については、「01:

無し」、または「02:Ⅰ・イ」を設定す

る。なお、「02:Ⅰ・イ」は「02:有り」

と読み替えて使用する。 

１ 

２１ １０３－６ 

ページ番号 １０３－６ 

項番１３０の備考 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

１ １０３－６ 

ページ番号 １０３－６ 

項番１３０の備考 

01:無し 

02:Ⅰ・イ 

03:Ⅱ・イ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

07:Ⅰ・ロ 

08:Ⅱ・ロ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２２ １１７－６ 

ページ番号 １１７－６ 

項番１３０の備考 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

１ １１７－６ 

ページ番号 １１７－６ 

項番１３０の備考 

01:無し 

02:Ⅰ・イ 

03:Ⅱ・イ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

07:Ⅰ・ロ 

08:Ⅱ・ロ 

１ 

 


